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3
月
1
日（
木
）か
ら
、
く
る
り
ん
バ
ス
砂
川
ル
ー
ト
の
ル
ー
ト
と
ダ
イ
ヤ
、
曙
ル
ー
ト
の
ダ
イ
ヤ
を
改
正
し
ま
す
。
ご
利
用
の
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
問
交
通
対
策
課
・
内
線
2
2
8
0

日
に
転
入
等
に
よ
り
新
た
に
立
川
市

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
っ

た
65
歳
以
上
の
方
な
ど
で
、
保
険
料

の
天
引
き
が
可
能
な
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
▼
引
き
続
き
年
金
天
引
き

に
な
る
方
＝
国
民
健
康
保
険
料
が
現

在
年
金
天
引
き
と
な
っ
て
い
る
方
で
、

年
金
天
引
き
を
中
止
す
る
申
請
を
し

て
い
な
い
方

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　

▼
新

た
に
年
金
天
引
き
に
な
る
方
＝
平
成

29
年
4
月
2
日
〜
10
月
1
日
に
75
歳

に
な
っ
た
被
保
険
者
の
方
や
、
平
成

29
年
4
月
2
日
〜
10
月
1
日
に
転
入

さ
れ
た
75
歳
以
上
の
方
な
ど
で
、
保

険
料
の
天
引
き
が
可
能
な
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方（
現
在
口
座
振
替
さ

れ
て
い
る
方
を
除
く
）。
な
お
、
現

在
年
金
天
引
き
に
な
っ
て
い
る
方
で
、

年
金
天
引
き
を
中
止
す
る
申
請
を
し

て
い
な
い
方
に
は
、
仮
徴
収
開
始
の

お
知
ら
せ
は
郵
送
し
ま
せ
ん
が
、
引

き
続
き
年
金
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
賦
課
係
▽
国
民
健
康

保
険
料
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内
線
1
4
1
6
▽
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
＝
内
線
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4
0
6

所
得
税
の
確
定
申
告
は

立
川
税
務
署
へ

　

2
月
13
日（
火
）〜
3
月
15
日（
木
）

の
間
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
等
の
確
定
申
告
書
作
成
・
提
出

会
場
が
立
川
税
務
署（
左
地
図
）に
開

設
さ
れ
ま
す〔
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
。
た
だ
し
、
2
月
18
日
・
25
日
の

日
曜
日
は
開
設
〕。
郵
送
に
よ
る
申

告
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申
告
に

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
本
人
確

認
書
類（
1
面
参
照
）の
提
示
が
必
要

で
す
▼
相
談
＝
午
前
9
時
〜
午
後
5

時（
受
け
付
け
は
午
後
4
時
ま
で
）▼

提
出
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

■
次
の
方
も
確
定
申
告
が
必
要
で
す

▼
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
▽
給
与
収
入
が

２
0
0
0
万
円
を
超
え
る
▽
１
か
所

か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
お
り
、

給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
各
種

所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超

え
る
▽
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支

払
い
を
受
け
て
お
り
、
年
末
調
整
を

受
け
て
い
な
い
給
与
の
収
入
金
額
と

給
与
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る

▼
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
み

で
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の

金
額
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
い
た

結
果
、
残
額
が
あ
る
方

※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０

０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
等
に
係

る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
の
方
は
確
定
申
告
は
不
要
。

た
だ
し
、
外
国
か
ら
の
公
的
年
金
等

を
受
給
し
て
い
る
方
は
確
定
申
告
が

必
要
で
す
。

問
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1
8

1医
療
費
控
除
等
に
つ
い
て

●
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
の
手

続
き
が
変
わ
り
ま
し
た　

平
成
29
年

分
の
確
定
申
告
か
ら
、
領
収
書
の
提

出
の
代
わ
り
に
医
療
費
控
除
の
明
細

書
の
添
付
が
必
要
で
す
。
医
療
保
険

者
等
が
発
行
す
る
医
療
費
通
知
で
、

被
保
険
者
の
氏
名
、
療
養
を
受
け
た

年
月
、
病
院
等
の
名
称
、
支
払
っ
た

医
療
費
の
額
な
ど
の
所
定
の
事
項
が

記
載
さ
れ
た
も
の
を
添
付
す
る
と
明

細
書
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。
な

お
、
平
成
31
年
分
ま
で
は
医
療
費
の

領
収
書
の
添
付
ま
た
は
提
示
に
よ
る

医
療
費
控
除
の
適
用
も
で
き
ま
す
。

医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で
５
年
間

保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

　

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

健
康
の
保
持
増
進
や
疾
病
の
予
防
へ

の
一
定
の
取
り
組
み
を
行
っ
た
方

で
、
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
を
購
入

し
て
い
る
方
は
、
従
来
の
医
療
費
控

除
に
代
え
て
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ

ー
シ
ョ
ン
税
制
に
よ
る
医
療
費
控
除

の
特
例
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

く
わ
し
く
は
「
国
税
庁
」
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
▼
添
付
が

必
要
な
書
類
＝
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
▼
添
付
ま
た

は
提
示
が
必
要
な
書
類
＝
適
用
を
受

け
る
年
分
に
お
い
て
一
定
の
取
り
組

み
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

書
類（
健
康
診
断
・
人
間
ド
ッ
ク
の

結
果
通
知
書
な
ど
。
市
役
所
で
提
出

す
る
場
合
は
添
付
が
必
要
）

問
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1
8

1記
入
済
み
の
確
定
申
告
書
を

市
役
所
で
も
仮
受
け
付
け

　

次
の
期
間
中
は
、
す
べ
て
記
入
済

み
の
確
定
申
告
書
を
市
役
所
で
も
仮

受
け
付
け
し
ま
す（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
に
伴
う
本
人
確
認
書
類
の
写

し
の
添
付
が
必
要
）▼
受
付
期
間
＝

2
月
16
日（
金
）〜
3
月
15
日（
木
）

〔
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
〕

問
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1
2
0
6

高
齢
者
の
障
害
者
控
除

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
く
て

も
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
は
、

所
得
税
や
市
民
税
・
都
民
税
の
障
害

者
控
除
ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除
を

受
け
ら
れ
ま
す
▼
65
歳
以
上
▼
要
介

護（
要
支
援
）認
定
を
受
け
て
い
る
▼

要
介
護（
要
支
援
）認
定
の
主
治
医
意

見
書
で
日
常
生
活
自
立
度
判
定
基
準

ラ
ン
ク
に
一
定
以
上
の
記
載
が
あ
る

　

該
当
す
る
方
は
、
介
護
保
険
課

（
市
役
所
1
階
4
番
窓
口
）で
認
定
書

の
交
付
を
受
け
て
、
税
の
申
告
を
し

立川相互病院
曙町二丁目

曙橋伊勢丹

髙島屋

立川駅
北口

JR中央線

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

立
川
北
駅

サ
ン
サ
ン
ロ
ー
ド

たちかわ中央公園
高松町三丁目

JR中央線

立川相互病院

立川税務署
（立川地方合同庁舎内）

☎（523）1181

確
定
申
告
は
2
月　

日
火
〜

　
　
　
　
　

3
月　

日
木
に

1315

て
く
だ
さ
い
。
控
除
額
は
▼
障
害
者

控
除
＝
所
得
税
27
万
円
、
市
民
税
・

都
民
税
26
万
円
▼
特
別
障
害
者
控
除

＝
所
得
税
40
万
円
、
市
民
税
・
都
民

税
30
万
円
▼
同
居
特
別
障
害
者
控
除

＝
所
得
税
75
万
円
、
市
民
税
・
都
民

税
53
万
円

問
介
護
保
険
課
介
護
認
定
係
・
内
線

1
4
5
5

個
人
事
業
主
向
け

決
算
・
確
定
申
告
相
談
会

　

立
川
商
工
会
議
所
主
催
。
必
ず
事

前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

時
・
場
左
表
の
通
り

申
電
話
か
、
参
加
日
、
事
業
所
名
、

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
書
い
て

フ
ァ
ク
ス
で
立
川
商
工
会
議
所〔
曙

町
２
━38
━５ 

12
階
〕☎（
５
２
７
）2

7
0
0

Fax（
5
2
7
）5
9
1
3
へ

保
険
料
年
金
天
引
き
の
お
知

ら
せ
を
郵
送

　

国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
が
4
月
〜
8
月
に
年
金

天
引
き
に
な
る
方
に
、「
平
成
30
年
度

保
険
料
仮
徴
収
開
始
の
お
知
ら
せ
」

を
郵
送
し
ま
す
。
対
象
は
次
の
通
り
。

●
国
民
健
康
保
険
料　

▼
新
た
に
年

金
天
引
き
に
な
る
方
＝
平
成
29
年
4

月
2
日
〜
10
月
1
日
に
65
歳
に
な
っ

た
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
方

や
、
平
成
29
年
4
月
2
日
〜
10
月
1

日程 会場

2月 19 日㈪ 若葉会館

2月 21 日㈬ 柴崎学習館

2月 26 日㈪ 天王橋会館

3月 1 日㈭ 子ども未来センター

3月 7 日㈬

立川商工会議所3月 9 日㈮

3月 13 日㈫

時間は午後１時15分～４時15分

立川税務署
からの
お知らせ

　会社生活を離れ、「こ
れからは地域で何かした
い」と考えている方と、
環境保全、防災、地域福
祉など、市内で活動して
いる団体の方々が交流し、
つながるパーティーです。「自身のスキルを生かしたい」
「新しいことに挑戦したい」という方、立川で「地域
デビュー」をしませんか。くわしくは「市民活動センタ
ーたちかわ」のホームページをご覧ください。
対主に定年退職後の方時２月17日㈯午後１時30分～
５時場たましんRISURUホール費500円（飲食代）定
100人（申込順）申市民活動センターたちかわ☎（529）
8323へ

第4回 待っています！
あなたの地域デビュー
the パーティー

2 17
土

（通称：まちパ）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請

お
助
け
サ
ー
ビ
ス

　

コ
ン
ビ
ニ
等
に
あ
る
マ
ル
チ
コ

ピ
ー
機
で
各
種
証
明
書
が
取
得
で
き

る
便
利
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
書
の
書
き
方
な
ど
を
案
内
し
ま

す
。
申
請
に
必
要
な
顔
写
真
の
撮
影

も
無
料
で
行
い
ま
す
。

時
2
月
16
日（
金
）〜
3
月
15
日（
木
）、

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時（
土

曜
・
日
曜
日
を
除
く
）場
市
民
課（
市

役
所
1
階
14
番
窓
口
）持
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の（
く
わ
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

問
市
民
課
・
内
線
1
3
7
0

人
権
擁
護
委
員
が
決
ま
り
ま

し
た

　

法
務
大
臣
か
ら
次
の
方
が
人
権
擁

護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
任
期

は
平
成
32
年
12
月
31
日
ま
で
。

▼
伊
藤
正
人（
錦
町
2
丁
目
）▼
滝
口

知
也（
一
番
町
2
丁
目
）▼
山
川
清
隆

（
栄
町
2
丁
目
） 

《
敬
称
略
》

問
生
活
安
全
課
☎（
5
2
8
）4
3
1
9

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ


